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広報みはるが好き広報みはるが好き
令和 7年 11 ⽉号令和 7年 11 ⽉号

　

詳
し
く
は
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
を
ご
確

　

認
く
だ
さ
い
。

■問
税
務
会
計
課
課
税
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
２
４
７
‐
62
‐
８
１
２
７

11
月
30
日
（
い
い
み
ら
い
）は

「
年
金
の
日
」で
す

　

厚
生
労
働
省
で
は
、「
国
民
お

一
人
お
一
人
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
等
を
活
用
し
な
が
ら
、
高
齢

期
の
生
活
設
計
に
思
い
を
巡
ら
し

て
い
た
だ
く
日
」
と
し
て
、
11
月

30
日
（
い
い
み
ら
い
）
を
「
年
金

の
日
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
ご
自
身
の
年
金

記
録
や
年
金
見
込
額
を
確
認
し
、

未
来
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
？

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で
は
、パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
い
つ

で
も
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
確
認

で
き
、年
金
記
録
か
ら
年
金
見
込
額

の
試
算
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
利
用
方
法

　

▽
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

　

▽
日
本
年
金
機
構
Ｈ
Ｐ

■問
郡
山
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
４
‐
９
５
６
‐
３
４
３
４

基礎控除の基礎控除の
見直し等は見直し等は
こちらこちら

年末調整がよく年末調整がよく
わかるページわかるページ日本年金機構日本年金機構

HPHP

通知書を通知書を
マイナポーマイナポー
タルで受けタルで受け
取るには取るには

各
種
事
業
補
助
金
の
受
付
を
開
始

し
ま
す

　
「
磐
越
自
動
車
道
沿
線
都
市
交

流
会
議
」
で
は
、
磐
越
自
動
車
道

沿
線
の
交
流
に
つ
な
が
る
ス
ポ
ー

ツ
交
流
事
業
や
観
光
物
産
の
Ｐ
Ｒ

事
業
な
ど
、
地
域
間
の
交
流
に
つ

な
が
る
事
業
・
活
動
に
対
し
て
補

助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■問
産
業
課
商
工
観
光
グ
ル
ー
プ

☎
０
２
４
７
‐
62
‐
３
９
６
０

個
人
事
業
税
の
納
期
（
第
２
期
）

の
お
知
ら
せ

　

個
人
事
業
税
は
、
事
業
を
営
ん

で
い
る
個
人
に
課
税
さ
れ
る
県

の
税
金
で
す
。
今
年
度
の
第
２
期

分
の
納
期
限
は
12
月
１
日（
月
）で

す
。
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部
か

ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
納

め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
電
子
納

付
が
大
変
便
利
で
す
の
で
ぜ
ひ
、

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■問
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部
課
税

第
一
課　

事
業
税
チ
ー
ム

　

☎
０
２
４
‐
９
３
５
‐
１
２
５
１

年
末
調
整
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

給
与
の
支
払
者
の
方
向
け
に

「
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
よ
る

所
得
税
の
基
礎
控
除
の
見
直
し
等

に
係
る
説
明
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

出
席
は
事
前
申
込
制
で
、
定
員

に
な
り
次
第
締
切
り
と
な
り
ま
す
。

■時
11
月
18
日（
火
）

午
後
２
時
〜
４
時

■所
三
春
交
流
館
「
ま
ほ
ら
」

小
ホ
ー
ル

※
三
春
町
以
外
の
会
場
に
つ
い
て

　

は
町
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く

　

だ
さ
い
。

■申
申
込
み
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
電
話

で
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。

公
益
財
団
法
人
郡
山
法
人
会

　

☎
０
２
４
‐
９
３
３
‐
７
７
７
７

■問
郡
山
税
務
署

法
人
課
税
第
１
部
門

　

☎
０
２
４
‐
９
３
２
‐
２
０
４
５

所
得
税
の
基
礎
控
除
が

見
直
さ
れ
ま
し
た

　

令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、所
得
税
の「
基
礎
控
除
」や「
給

与
所
得
控
除
」
に
関
す
る
見
直
し
、

「
特
定
親
族
特
別
控
除
」
の
創
設

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
令
和
７
年
12
月
に

行
う
年
末
調
整
な
ど
、
令
和
７
年

12
月
以
後
の
源
泉
徴
収
事
務
に
変

更
が
生
じ
ま
す
。

※
令
和
７
年
11
月
ま
で
の
事
務
に

　

は
変
更
は
生
じ
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書

が
送
付
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

■対
令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
に
本
人
や
家
族
の
国
民
年

　

金
保
険
料
を
納
付
し
た
方

※
未
納
分
は
年
内
に
納
付
し
ま

　

し
ょ
う
。

▼
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際

に
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
社
会
保
険
料
控
除
証
明

書
な
ど
の
添
付
が
必
要
で
す
。

控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

▼
書
面
（
郵
送
）

　
▽
１
月
１
日
〜
９
月
30
日
納
付
分

　
　

10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬

　
▽
10
月
１
日
〜
12
月
31
日
納
付
分

　
　

令
和
８
年
２
月
上
旬

▼
電
子
版
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
利
用
）

　
▽
１
月
１
日
〜
９
月
30
日
納
付
分

　
　

10
月
中
旬
か
ら
下
旬

　
▽
10
月
１
日
〜
12
月
31
日
納
付
分

　
　

令
和
８
年
１
月
下
旬

■問
郡
山
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
４
‐
９
３
２
‐
３
４
３
４

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

０
５
０
で
始
ま
る
電
話
の
場
合

　

☎
03
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

広　
告　
欄

11月23日（日）・12月28日（日）


